CT撮影に関する業務委託契約書



　委託者　　　　　　　　　　　　　　（以下甲）と受託者盛岡赤十字病院（以下乙）は、画像診断検査に関してこの契約を締結する。


第1条 この契約に基づき、甲の治療におけるCT撮影を以下の条件で乙は行うことを約した。
第2条 甲が乙に撮影依頼に関する事項は、その都度FAX等で依頼する。
第3条 乙は甲より依頼を受け次第、甲に撮影日時の確認・連絡を行うものとする。
第4条 乙は翌月10日までに甲にCT撮影料の請求をし、甲はこれを確認し、当月中に乙に支払うものとする。
第5条 単価については別紙の通り。
第6条 この契約は、令和　年　月　日より1年間とする。但し、契約期間満期終了1か月前までに甲・乙いずれからも書面による解約の申し出がない限り、本契約は自動更新されるものとする。
第7条 この契約の定めのない事項について、甲と乙の協議により、別途定めるものとする。


この契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保有する。


令和　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託者（甲）所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受託者（乙）所在地　　盛岡市三本柳6地割1番地1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　　盛岡赤十字病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　院長　久保　直彦


【別紙】

検査料金
	検査項目
	CT（64列以上）

	利用料
	11,200円

	内訳
	撮影料
	10,000円

	
	電子画像診断管理加算
	1,200円



